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第 ３ 章 災害応急対策計画 

 

 市内に災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、災害応急対策を迅速かつ協力に推進する

ため、それぞれの関係機関はその組織及び機能の総力をあげて、災害応急活動に協力するものとす

る。 

 

第１節 応急活動体制 

 第１ 動員配備体制〔市民部、各部〕  

  １ 体制の種別及び配備区分 

   災害対策の活動に当たっての取るべき体制の種別及び配備区分は、次のとおりとする。 

  ⑴ 事前調整会議 

   ア 台風等、災害が予測され風雨等が強まりつつある状況の中で、副市長が担当部課職員（

市民部長・次長、建設部長・次長、防災防犯課長、広報広聴課長、職員課長）を招集し、

事前対策等を指示する。 

    イ 副市長は、防災防犯課長に対し、防災担当職員の待機体制を命ずる。 

    ウ 副市長は、状況により統括責任者等初期活動要員を招集し、対象現場ごとの活動計画を

     指示する。 

   エ 副市長は、状況により市長の指示を受け、警戒体制（第一配備・第二配備）に切り換え

    なければならない。 

  ⑵ 警戒体制（本部を設置しないで通常の組織をもって警戒にあたる態勢） 

   ア 第１配備 

     災害の要因が発生した場合において、各部長は、各部計画に基づいて初期活動要員を招

    集し、主として情報の収集及び報告並びに警報等の伝達を任務として活動する体制 

   イ 第２配備 

     軽微な被害が発生した場合において、各部長は、各部の計画に基づく増強招集を行い、

    災害の防止活動をするとともに、災害状況の調査及び非常態勢の実施に備えて活動する体

    制 

  ⑶ 非常体制（本部を設置して災害応急対策活動を推進する体制） 

   ア 第１配備 

     相当規模の災害の発生が予想される場合において、災害応急対策活動に即応できるよう
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    に当該部長が必要と認める職員を配備して活動する体制 

   イ 第２配備 

     激甚的な災害が発生した場合において、組織及び機能のすべてをあげて活動する体制 

 

 ２ 各部・各班別動員人数 

    各部・各班別の動員人数については、第２編第３章第１節応急活動体制『各部・各班別動員

   体制（表）』（Ｐ．１２０～１２２）を準用 

  ３ 台風及び集中豪雨の初動体制については、第５節水防計画参照 

 

 第２ 防災関係機関の活動体制  

   （第２編震災対策計画 第３章 第１節 第４を準用 Ｐ．１４０） 

 

 第３ 相互応援協力  

   （第２編震災対策計画 第３章 第１節 第５を準用 Ｐ．１４１） 
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第２節 災害対策本部〔市民部〕 

 入間市の区域内において災害が発生し、又は災害の発生する恐れがある場合、災害対策基本法第

２３条の規定に基づき、入間市災害対策本部（以下「本部」という。）を設置し、応急対策を実施

する。 

１ 本部の設置及び閉鎖 

  本部は、災害対策基本法第４２条の規定による入間市地域防災計画の定めるところにより、そ

 の必要を認めたときに市長が設置するものとし、災害の拡大する恐れが解消し、かつ、災害に対

 する応急対策及び応急復旧が概ね完了したと認めたときに閉鎖するものとする。 

 ⑴ 本部設置等の手続 

   本部の設置及び配備体制の施行手続きについては、次に掲げるところによる。 

  ア 準備体制及び警戒体制の決定は、防災防犯課長が市民部長の指示を受け、副市長の承認を

得て行うものとする。 

  イ 本部の設置及び非常体制の決定は、市民部長が副市長の指示を受けるとともに、本部員と

なる部長等の意見を聞いた上、市長の承認を得て行うものとする。ただし、緊急を要し当該

部長等の意見を聞くいとまがないときは、これを省略することができる。 

  ウ 本部の設置場所は、入間市役所本庁舎内とし、正面玄関に「入間市災害対策本部」の標識

   を掲げるものとする。また、必要に応じ現場本部を各支所及び豊岡地区については、市庁舎

   内及び黒須出張所に設置することができる。 

 ⑵ 本部閉鎖の手続 

   本部の閉鎖及び配備体制の解除手続きについては、設置等の手続きを準用するものとする。 

 ⑶ 本部設置及び閉鎖等の通知 

   本部の閉鎖及び配備体制の決定又は本部の閉鎖及び配備体制の解除が行われた場合には、市

  民部（総括班）は、直ちに総務部（庶務班）に対し、この旨を庁内放送させるとともに、関係

  機関に対し電話その他の方法により通知するものとし、企画部（広報班）は、報道機関に発表

  するものとする。 

 ⑷ 本部会議招集の連絡 

   本部会議招集の連絡は、市民部（防災防犯課）において電話、庁内放送等により行うものと

  する。 
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第３節 自衛隊災害派遣 

         （第２編震災対策計画 第３章 第２節を準用 Ｐ．１４３） 

 

第４節 情報の収集・伝達 

 第１ 風水害時に収集・伝達すべき情報〔各部〕   

   風水害時において、市及び防災関係機関が収集・伝達すべき情報は、主に次のとおりである。 

  （１）雨量等の気象情報及び河川情報、土砂災害警戒情報 

  （２）地域の災害危険状況 

  （３）避難に関する情報 

（４）市民の避難状況 

  （５）発災状況、被害状況、ライフライン被災状況 

  （６）復旧に関する情報 

    これらの情報は、風水害時の警戒段階、発災段階、復旧段階の各段階に応じて適宜収集・

   伝達する必要があり、市対策本部及び消防本部が収集すべき情報は次のとおりである。 

 

第２ 土砂災害警戒情報発令時に収集・伝達すべき情報〔各部〕 

    土砂災害警戒情報が発令された場合、市及び防災関係機関が収集・伝達すべき情報は、

主に次のとおりである。 

  （１）土砂災害警戒情報連絡員への情報伝達の実施 

  （２）土砂災害を警戒する地点の情報収集 

  （３）自主防災会長への情報伝達 

  （４）必要に応じての避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令 

（５）避難所の開設 

（６）市民の避難状況の把握等 
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１ 警戒段階     

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

(1) 警報・注意

報、気象情報

及 び河 川 情 

報、土砂災害

警戒情報  

①予想される雨量等 

警戒すべき災害事項 

 

②降雨量 

  ・先行雨量 

  ・他区域の降雨状況 

  ・時間雨量の変化 

 

③河川の水位等 

河川水位・減量等の時間

変化 

④内陸滞水の状況 

⑤土砂災害警戒情報 

 

発表後 

即時 

 

毎時 

（随時） 

 

 

随時 

・熊谷地方気象台 

・気象庁（アメダス、 

 雨量レーダー） 

・消防本部の雨量計 

・県河川砂防課、県 

土整備事務所 

・県河川砂防課、 

県土整備事務所 

・消防本部の警戒員 

・自主防災組織、住 

民等 

・河川統括責任者等 

・地区防災員、地区 

情報員、土砂災害

警戒情報連絡員 

 

・電話 

・テレビ、ラジオ 

・民間気象会社の防災

 気象情報 

・県防災行政無線 

・市防災行政無線 

・消防無線 

・個別訪問等 

・防災情報提供システ

 ム（気象庁） 

  

(2)地域の災害

情報の収集 

河川周辺地域及び水害常

襲地区における発災危険

状況  

河川の氾濫（溢水、決壊）

の予想される時期・箇所、

内陸滞水の予想される箇

所・時期 

土砂災害の予想される箇

所の発災の前兆現象 

異常の覚知後

即時 

・消防本部の警戒員 

・自主防災組織、住 

民等 

・河川統括責任者 

・地区防災員、地区 

 情報員 

(3)住民の避難

状況 

 ①警報段階の避難実施

状況 

  （避難実施区域、避難人

数、避難所名等） 

 ②自主避難実施状況 

避難所収容

の後 

・避難所施設管理者 

・避難所対応員 

・消防本部 

・警察 

・地区防災員、地区 

 情報員 

・自主防災組織、住

民等 

・電話 

・市防災行政無線 

・消防無線 

・ケーブルテレビ 

・エフエム放送 
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２ 発災段階    

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

①河川の氾濫状況（溢水、

決壊箇所、時期等）、浸 

水区域、浸水高及びそ

の拡大減衰傾向 

②内陸滞水による浸水の

状況  

③がけ崩れ等の土砂災害

の発生状況（発生箇所、

時期、種類、規模等） 

④発災による物的・人的被

害に関する情報（特に死

傷者・負傷者等人的被

害及び発災の予想され

る事態に関する情報） 

 発災状況

 の覚知後

 即時 

・消防本部 

・警察 

・地区防災員、地区 

 情報員 

・自主防災組織、住 

民等 

(1)発災情報 

  

⑤都市施設の被災状況 

応急対策の障害となる

各道路、橋梁、鉄道、電

気、が把握さ水道、ガ

ス、電話通信施設等の

被災状況 

被災後、 

被害概況 

が把握さ 

れた後 

・各道路管理者、ライ 

 フライン関係機関 

・電話 

・市防災行政無線 

・消防無線 

・ケーブルテレビ 

・エフエム放送 

  

(2)避難に関す

る情報 

①避難準備情報の伝達 

②避難勧告の伝達 

③避難指示の伝達 

避難が予

測される場

合または、

発災状況 

に応じて 

・県河川砂防課、 

県土整備事務所 

・消防本部の警戒員 

・自主防災組織、住 

民等 

・河川統括責任者等 

・地区防災員、地区 

情報員 

・警察、消防本部 

・各道路管理者、ライ 

 フライン関係機関 

・市防災行政無線 

・消防無線 

・ケーブルテレビ 

・エフエム放送 

・広報車 

・個別広報 

・市公式ホームページ

(3)住民の避難

状況 

①避難実施状況 

  （避難実施区域、避難人

数、避難所名等） 

避難所収

容の後 

・避難所施設管理者 

・避難所対応員 

・消防本部 

・警察 

・地区防災員、地区 

情報員 

・自主防災組織、住 

民等 

・市防災行政無線 

・消防無線 

・ケーブルテレビ 

・エフエム放送 

・市公式ホームページ
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３ 復旧段階     

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

(1)全体的な被

害状況 

地区ごとの物的・人的被

害の確定値 

豪雨が一応

終息した段

階 

・市（各班） 

(2)住民の避難に

関する状況 

 

① 避難所周辺の状況

（再避難所等の対策

の必要性）、避難住民

に必要な措置事項 

② 開設避難所名、収容

人数（世帯数）、避難

した市民の地区名、

開設・収容、閉鎖の日

時 

③ 食糧、物資等の調達・

支給状況 

避難所への

収容後事態

が収まった

段階 

・市職員 

(3)都市施設の

復旧の見通し 

① 電話等の通信機器施

設の破損、復旧状況 

② 道路・橋梁の破損・復

旧状況 

③ 電気・水道・ガス施設

の状況・復旧状況 

④ その他 

豪雨の終息

とともに即

時着手 

・各道路管理者 

・ライフライン関係機 

 関 

(4)その他の状

況 

① 応急復旧工事等の実 

施・進捗状況 

② 消毒、大型ごみの回

収の必要性 

③ その他 

豪雨の終息

とともに即

時着手 

・市（各班） 

・各防災関係機関 

・電話 

・市防災行政無線 

・ケーブルテレビ 

・エフエム放送 

 第２ 注意報及び警報伝達計画〔企画部、市民部、消防本部〕  

   注意報・警報等を迅速かつ正確に伝達するため、その種類及び発表基準、伝達組織並びに伝達 

  方法を定める。 

 １ 注意報・警報等の種類及び発表基準等 

   熊谷地方気象台が発表する気象業務法に基づく注意報・警報等の対象地域、種類及び発表 

  基準は次のとおりである。なお、当市は埼玉県南西部に分類される。 

    この基準は熊谷地方気象台が気象災害時の避難勧告等により有効に活用できるよう改善され

た。 
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埼    玉    県    南    部 

南    西    部 

暴 風 平均風速 20m/s 以上 

暴風雪 平均風速 20m/s 以上で雪を伴う 

大 雨 

区域内の市町村で一定基準に到達することが予想される場合 
雨量が入間市で 3 時間に１２０ｍｍ土壌雨量指数基準１５０   雨量が日高市で１時間に６０ｍｍ土壌雨量指数基準１４４ 

 〃  飯能市で 1 時間に７０ｍｍ土壌雨量指数基準１３５     〃  毛呂山町 1 時間に５０ｍｍ土壌雨量指数基準１３２ 

 〃  坂戸市で３時間に１００ｍｍ土壌雨量指数基準１３２     〃  越生町で１時間６０ｍｍ土壌雨量指数基準１３８  

 〃  鶴ヶ島市で 1 時間に６０ｍｍ土壌雨量指数基準なし       

洪 水 

区域内の市町村で一定基準に到達することが予想される場合 
雨量については大雨警報基準と同様 

流域雨量指数基準 

入間市 霞川流域１８あるいは入間川流域２４   日高市 小畔川流域１１あるいは高麗川流域１９ 

飯能市 入間川流域２６あるいは高麗川流域１７あるいは成木川流域１５ 

坂戸市 小畔川流域９                  毛呂山町 高麗川流域１６ 

鶴ヶ島市 小畔川流域１３                越生町 越辺川流域１８ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

警 

報 

の 

基 

準 

値 

大 雪 24 時間の降雪の深さ 30cm 以上 

強 風 平均風速 11m/s 以上（秩父地方は 10m/s） 

風 雪 平均風速 11m/s 以上（秩父地方は 10m/s）で雪を伴う 

大 雨 
区域内の市町村で一定基準に到達することが予想される場合 
雨量基準はすべて１時間に３０ｍｍあるいは３時間で５０ｍｍ 

土壌雨量指数基準 

入間市 壌 雨 量 指 数 基 準９７  飯能市 土壌雨量指数基準８７ 坂戸市 土壌雨量指数基準８５ 鶴ヶ島市 土壌雨量指数基準１１８  

日高市 土壌雨量指数基準９３  毛呂山町 土壌雨量指数基準８５  越生町 土壌雨量指数基準８９ 

洪 水 
区域内の市町村で一定基準に到達することが予想される場合 
雨量基準はすべて１時間に３０ｍｍかつ総雨量６０ｍｍあるいは３時間で５０ｍｍかつ総雨量６０ｍｍ 

流域雨量指数基準 

入間市 霞川流域６あるいは入間川流域１０    日高市 小畔川流域４あるいは高麗川流域７ 

飯能市 入間川流域８あるいは高麗川流域５あるいは成木川流域４ 

坂戸市 小畔川流域５                 毛呂山町 高麗川流域７ 

鶴ヶ島市 小畔川流域５                越生町 越辺川流域６ 

大 雪 24 時間の降雪の深さ 10cm 以上 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

乾 燥 最小湿度 25％以下で実効湿度 55％以下の場合 

濃 霧 視程 100m 以下 

霜 早霜、晩霜期に最低気温４℃以下となり、農作物に著しい被害が予想される場合 

低 温 
夏期：低温のため農作物に著しい被害が予想される場合 

冬期：最低気温―６℃以下 

着 雪 着雪により被害が予想される場合 

注 

意 

報 

の 

基 

準 

値 

着 氷 着氷により被害が予想される場合 

記録的短時間大雨情報〔１時間雨量〕    １時間あたり１００ｍｍ以上 
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〈参考〉 

 土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危機性を示す指標で土壌中に貯

まっている雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、５ｋｍ四方の領域ごと

に算出する。 

 流域雨量指数：流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象とな

る地域・時刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、５

ｋｍ四方の領域ごとに算出する。 

 

 ⑴ 水防法等及び気象業務法に基づく洪水予報 

 ア 国が管理する河川の洪水予報 

洪水予報は、雨量及び水位等の成果及び予測から区間を定め水位等を示し、洪水によっ

て大きな損害が生ずるおそれのある場合に河川の洪水予報を発表し、防災関係団体の水防

活動に情報を提供し水防活動が迅速かつ適期に行われるよう発表されます。 

    水防法第10条第2項及び気象業務法第14条の2第2項により、国土交通大臣及び気象庁長

官が共同して行う洪水予報河川を、次のとおりである。 

    利根川、小山川、渡良瀬川、烏川、神流川、中川、綾瀬川、江戸川、荒川、入間川、 

    越辺川、都幾川、高麗川、小畔川 

  イ 県知事が管理する河川の洪水予報 

     水防法第11条及び気象業務法第14条の2第3項により、県知事及び気象庁長官が共同して

行う洪水予報河川は、次のとおりである。 

    新河岸川 

⑵ 水防法に基づく水位情報周知 

   水位情報周知は、洪水予報河川以外の河川で、住民の避難及び準備に資する洪水情報を提

供するもので、市町村長が行う避難勧告及び避難指示等の目安となります。 

  ア 国が管理する河川の水位情報周知 

    水防法第13条により、国土交通大臣が行う水位情報周知は、県内では該当がない。 

  イ 県知事が管理する河川の水位情報周知 

    水防法第13条第2項により、県知事が行う、水位情報周知河川は次のとおりである。 

    小山川、福川、中川、綾瀬川、元荒川、市野川、入間川、鴨川、芝川、新芝川、柳瀬川 

 ⑶ 水防法に基づく水防警報 



 

 - 300 -

  水防警報は、洪水予報が行われるときはその予報に基づき、予報が行われないか又は予報を

待つ暇がないときは、自らの判断により、水防を行う必要がある旨を警告して行うもので、水

防管理団体の水防活動に指針を与えるものである。 

  ア 国が管理する河川の水防警報 

    水防法第16条により、国土交通大臣が行う水防警報河川は、次のとおりである。 

    利根川、烏川、神流川、小山川、渡良瀬川、江戸川、中川、綾瀬川、荒川、入間川、 

    越辺川、高麗川、都幾川、小畔川 

  イ 県知事が管理する河川の水防警報 

    水防法第16条第3項により、県知事が行う水防警報河川は、次のとおりである。 

    小山川、福川、中川、綾瀬川、元荒川、市野川、入間川、鴨川、芝川、新芝川、 

    新河岸川、柳瀬川 

 

⑷ その他の発表基準等 

 ア 消防法に基づく火災気象通報 

    熊谷地方気象台長が埼玉県知事に通報するもので、通報基準は当日の気象状態が次のいず 

   れか一つの条件を満たしたときに通報される。 

   ① 最小湿度が２５％以下で実効湿度が５５％以下になると予想される場合 

   ② 平均風速が１１ｍ／ｓ以上、ただし、降雨・降雪中は除く 

   ③ 最小湿度が３０％以下で実効湿度が６０％以下となり、平均風速が１０ｍ／ｓ以上にな 

    ると予想される場合 

  イ 消防法に定める火災警報 

    市長が気象官署からの火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であ 

   ると認める時発表するもので、発令及び解除は次の基準による。 

   ① 火災警報の発令基準 

    (ｱ) 最小湿度が２５％以下、実効湿度が５５％以下となる見込みのとき。 

    (ｲ) 最小湿度が３０％以下、実効湿度が６０％以下で平均風速が１０ｍ／ｓ以上となる見 

     込みのとき。 

    (ｳ) 最大風速が１０ｍ／ｓ以上となる見込みのとき。 

   ② 火災警報の解除基準 

    (ｱ) 県知事から火災気象通報解除の通報を受けたとき。 
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    (ｲ) その他火災予防上危険が認められない気象状況になったとき。 

２ 気象注意報・警報等の伝達  

   気象情報の主たる流れは、次のとおりである。 

 □ 伝達系統図 

 
 
 
 
                                       ＦＡＸ 
                                                                     市 防 災          
                                                                     行 政 無 線          
 
                                                                      広報車 
                                        県防災行政無線 
 
 
 
 
 
 
 
                              法令（気象業務法）による 
                              通知警報 

                              その他による伝達系統 

 ３ 異常な現象発見時の通報 

   災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第５４条に基づき、災害が発生する恐れがあ 

  る異常な現象を発見した者の通報は次の要領による。 

  ⑴ 発見者の通報 

    災害の発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長又は警察

   官に通報しなければならない。何人も、通報が最も迅速に到達するように協力しなければな 

   らない。 

  ⑵ 市長の通報及びその方法 

    前項の通報を受けた市長は、埼玉県地域防災計画の定めるところにより気象庁その他の関 

   係機関に通報しなければならない。 

 

 第３ 初動期の情報収集  

   （第２編震災対策計画 第３章 第３節 第３を準用 Ｐ．１５０） 

 

 第４ 被害情報等の収集・伝達  

   （第２編震災対策計画 第３章 第３節 第４、第５を準用 Ｐ．１５１～１５５） 

 
  防災関係機関 

 
  埼玉県消防防災課                  
 
 （埼玉県災害対策本部）

 
  Ｎ  Ｔ  Ｔ 

    
   市 
 入 災 
   害 
 間 対 
   策 
 市 本 
   部 
    

 
 
 熊 
 
 谷 
 
 地 
 
 方 
 
 気 
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 台 
 

 
  Ｎ  Ｈ  Ｋ  

 
 
 市
 
 
 
 
 
 
 
 民
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第５節 水 防 計 画              

 台風及び集中豪雨等により堤防の決壊等のおそれがある場合、危険箇所の監視及び警戒を厳重にし、 

可能な限り防ぎょに努めるとともに、関係機関及び市民に的確な情報を提供し、もって市民の生命、

身体及び財産の保護を図るものとする。 

 第１ 河川等の監視、警戒〔消防本部、建設部〕  

  １ 常時監視 

    消防本部及び建設部は、随時市内河川の堤防、河川敷等の現況を巡視し、水防上危険である

   と認める箇所があるときは、直ちに当該河川の管理者に連絡して必要な措置を求めるものとす 

   る。  

 ２ 非常警戒 

    監視中、異常を発見した場合は警戒を厳重にし、直ちに当該河川の管理者及び飯能県土整備

事務所に報告するとともに水防作業を開始する。 

  ３ 警察官への協力要請 

    市長は、水防のため必要があると認めるときは、狭山警察署長に対して、警察官の出動を求 

   める。 

 第２ 河川統括責任者等の招集〔市民部〕  

    風水害時における指揮系統を強化するため、河川別に河川統括責任者及び副統括責任者を配 

置し、迅速な水防活動を実施するものである。 

  １ 河川統括責任者等の招集、配置命令等 

    河川統括責任者及び河川副統括責任者は、事前調整会議の指示により担当箇所に駆けつけ、

現場の指揮・統制を行う。 

    ただし、指示がない場合においても、消防本部等に情報を確認し、自主的判断により担当箇 

   所に駆けつけなければならない。 

  ２ 具体的役割 

   ⑴ 災害現場の指揮・統制 

   ⑵ 関係機関との連絡統制 

   ⑶ 消防本部との協議 

   ⑷ 指揮所の設置 

   ⑸ 警戒本部への報告・協議 
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水 害 時 対 応 職 員 配 置 表                 

対象区域（河川区分） 対象地区( 防災員・調査員 ) 

①飯能市境～新豊水橋 
防災員＝西武1区・2区・3区・4区・5区・9区 

調査員＝西武地区担当者 

入
間
川
流
域 

②新豊水橋～豊水橋下流（秋津川含む） 
防災員＝東金子7区・豊岡４区西・春日町 

調査員＝東金子地区・豊岡地区担当者 

①青梅市境～八瀬橋 
防災員＝木蓮寺・南峯・寺竹 

調査員＝金子地区担当者 

②八瀬橋下流～大橋 
防災員＝西三ツ木・上谷ｹ貫・下谷ｹ貫 

調査員＝金子地区担当者 

第 
 

一 
 

系 
 

統 

③大橋下流～第二霞橋 
防災員＝根岸・東金子12区上・花ノ木・中神 

調査員＝金子地区・東金子地区担当者 

④第二霞橋下流～霞川橋 

防災員＝東金子１区・２区・３区・１２区下・１３区 

調査員＝東金子地区担当者 

⑤霞川橋下流～高倉橋 
防災員＝扇町屋１区・南７区・霞川団地 

調査員＝豊岡地区担当者 

第 

二 

系 

統 

霞 
 

川 
 

流 
 

域 

⑥高倉橋下流～入間川合流地点 

防災員＝豊岡３区・高倉東・豊岡団地・南６区 

  北６区・鍵山１丁目・入間ビレッジ 

調査員＝豊岡地区担当者 

①瑞穂町境～宮寺清掃センター 

（みそぎ川含む） 

防災員＝二本木３区・北中野・坊・大森 

調査員＝二本木・宮寺地区担当者 

②宮寺清掃センター～藤沢橋 
防災員＝藤沢１区・３区 

調査員＝藤沢地区担当者 

③藤沢橋下流～不老橋 
防災員＝藤沢４区・５区・６区 

調査員＝藤沢地区担当者 

不 

老 

川 

流 

域 

④不老橋下流～狭山市境 
防災員＝藤沢７区・８区 

調査員＝藤沢地区担当者 

第 
 

三 
 

系 
 

統 

林
川 

①林川流域 
防災員＝藤沢１２区・１５区・１６区 

調査員＝藤沢地区担当者 
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 第３ 水 防 活 動           〔建設部、消防本部、各部〕  

  １ 水防活動 

   ⑴ 水防活動の内容 

     水防活動の内容は、概ね次のとおりである。 

    ア 監視・警戒 

    イ 関係機関への通知 

    ウ 警戒区域の設定 

    エ 水防作業への協力要請 

    オ 避難誘導 

    カ 資機材の調達 

    キ 水防作業実施 

   ⑵ 警戒区域の設定 

     水防作業のため必要がある場合、消防署員、消防団員及び統括責任者等は、警戒区域を設

    定し、一般住民の立ち入りを禁止、もしくは制限し、又はその区域から退去を命ずることが 

    できる。（災害対策基本法第６３条） 

                         『資料２５ 土のう保管状況一覧』参照  

 第４ 初期活動要員の要請〔各部〕  

   統括責任者は、災害が発生し、防止作業が必要と判断した場合は、活動要員を要請するもの

  とする。 

  １ 活動要員の招集は、各部長が行い（１班５人程度を目安）、防災防犯課長が現場ごとの配

置を計画する。 

  ２ 活動要員に対する現場の指揮は、河川統括責任者とする。 

  ３ 活動要員の具体的役割 

   ⑴ 現場での災害防除活動 

   ⑵ 避難準備情報の伝達、避難勧告・指示及び避難誘導 

   ⑶ 土のうの作成及び搬送 

   ⑷ その他、統括責任者の命令によるもの 

  ４ 初期活動要員の任命 

    初期活動要員は、災害時速やかに活動ができるように毎年４月に各部ごとに任命しておく。 
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 第５ 決壊時の処置〔建設部、消防本部、各部〕 

  １ 通報 

    堤防等が破堤し、又はこれに準ずる事態が生じた場合、市長は、直ちにその旨を飯能県土整

備事務所及び氾濫の予想される方向の隣接市長に連絡するものとする。 

    なお、決壊後といえども、市長、消防長及び消防団長は、できる限り氾濫による被害が拡大

しないように努めるものとする。 

  ２ 警察署への出動要請 

    堤防等が破堤し、又はこれに準ずべき事態が予想されるときは、市長は狭山警察署長に対し 

   て警察官の出動を要請する。 

  ３ 居住者等の水防義務 

    市長は、水防のため必要があるときはその区域内に居住する者、又は現場にいる者を水防作 

   業に従事させることができる。 

  ４ 避難のための立ち退き 

   ⑴ 避難の指示 

     洪水により著しい危険が切迫していると認められたときは、市長及びその命を受けた職員

    は、必要と認める区域の居住者に、信号その他の方法により立ち退き又はその準備を指示す

    る。この場合、延滞なく埼玉県知事及び狭山警察署長にその旨を通知するものとする。 

 

 第６ 応 援 要 請           〔市民部、消防本部〕  

  １ 他市町村等への応援要請 

    水防のため緊急の必要があるときは、市長は他市町長に対して応援を求めるものとする。 

  ２ 自衛隊に対する出動要請 

   （第２編震災対策計画 第３章 第２節を準用 Ｐ．１４３） 

第６節 救急救助・医療救護 

（第２編震災対策計画 第３章 第６節を準用 Ｐ．１６５） 

第７節 避難活動〔各部〕 

（第２編震災対策計画 第３章 第７節を準用 Ｐ．１６８） 

ただし、避難勧告等の基準及び伝達方法については次のとおりとする。 

 

市長は、次の基準により避難の勧告・指示を発令し、避難対象地域の市民及び滞在者等に伝達する。 
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なお、必要に応じて避難準備の勧告を実施する。また、避難の必要がなくなった場合も同様とする。 
 

種  別 基         準 伝  達  内  容 伝 達 方 法

 避難準備 

 勧告 

 下記災害のおそれがあり、事態の推移

 によっては、避難の勧告、指示等を実

 施する必要が予想されるとき 

 ①勧告者 

 ②避難準備すべき理由 

 ③危険地域 

 ④携帯品その他の注意 

 ⑤避難場所名 

 避難勧告  ①河川が増水し、堤防を越水するおそ

  れがあるとき 

 ②堤防に亀裂、漏水等が生じ決壊のお

  それがあるとき 

 ③河川の上流地域が水害を受け下流の

  地域に危険があるとき 

 ④崖崩れ等による発災が予想されると

  き 

 ⑤土砂災害警戒情報や補足情報、前兆

現象や災害発生状況などを総合的に

判断して発令する 

 ⑥その他災害の状況により、市長が必

  要と認めるとき 

 ①勧告者 

 ②避難準備すべき理由 

 ③危険地域 

 ④携帯品その他の注意 

 ⑤避難場所名 

 ⑥避難方法等 

 

 避難指示  上記条件がさらに悪化し、避難すべき

 時期が切迫した場合又は現場に残留者

 がある場合 

 避難勧告に同じ 

 防災行政無線 

 広報車 

 サイレン 

 警鐘 

 標識等 

 口頭伝達 

 ＣＡＴＶ 

 エフエムラジオ

 戸別確認 

 市ホームページ等

 

 

 

              第８節 緊 急 輸 送                

（第２編震災対策計画 第３章 第８節を準用 Ｐ．１７３）              

第９節 警 備 交 通 対 策                

（第２編震災対策計画 第３章 第10節を準用 Ｐ．１７７） 

第10節 食糧・生活必需品及び飲料水の供給 

（第２編震災対策計画 第３章 第11節を準用 Ｐ．１７９） 

第11節 災害時要援護者等の安全確保対策 

（第２編震災対策計画 第３章 第13節を準用 Ｐ．１８６） 

                



 

 - 307 -

第12節 清 掃 対 策 

（第２編震災対策計画 第３章 第14節を準用 Ｐ．１８９） 

第13節 防疫及び保健衛生 

（第２編震災対策計画 第３章 第15節を準用 Ｐ．１９４） 

第14節 遺体の捜索、処理及び埋・火葬 

（第２編震災対策計画 第３章 第16節を準用 Ｐ．１９６） 

第15節 公共施設等の応急対策 

（第２編震災対策計画 第３章 第17節を準用 Ｐ．２００） 

第16節 文教・福祉対策 

（第２編震災対策計画 第３章 第18節を準用 Ｐ．２１１） 

第17節 住宅応急復旧 

（第２編震災対策計画 第３章 第19節を準用 Ｐ．２１６） 

第18節 広報広聴対策 

（第２編震災対策計画 第３章 第20節を準用 Ｐ．２１９） 
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第 ４ 章 災害復旧計画 

 

第１節 施設の復旧対策 

（第２編震災対策計画 第４章 第１節を準用 Ｐ．２２８） 

 

第２節 民生安定化措置 

（第２編震災対策計画 第４章 第２節を準用 Ｐ．２３２） 

 

第３節 激甚災害の指定 

（第２編震災対策計画 第４章 第３節を準用 Ｐ．２４３） 
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第 ５ 章 大規模事故対策計画 

第１節 高速道路、鉄道、航空機における大規模事故対策計画 

１ 計画の目的 

     本計画は、高速道路、鉄道、航空機における大規模事故（以下「大規模事故等」とい

う。）が発生した際、市民への被害拡大の防止、被害の最小限化を図るため策定した。 

第１ 災害対策本部設置 

   １ 設 置 

    市は、高速道路等で発生した事故で多数の被害が発生した場合やこれら大規模事故等による

被害拡大の恐れがある場合、鉄道事故が発生し多数の被害が発生した場合、航空機事故で航空

自衛隊所属飛行機、米軍所属飛行機、その他民間組織に所属する飛行機及び個人所有飛行機が

市域に墜落し、市域に相当な被害が発生した場合に、被害の拡大を防止し、被害を最小限に抑

えるために災害対策本部を設置する。 

   ２ 閉 鎖 

    市は、応急対策が概ね完了したと認めた場合に、災害対策本部を閉鎖する。 

   ３ 設置又は閉鎖の通知 

    災害対策本部を設置又は閉鎖した場合には、直ちに事故発生の当該地区現場本部に設置又は

閉鎖の指示を行う。 

    また、広報活動を展開するため、企画部広報班に情報提供する。 

 ４ 広報・連絡手段 

    一般回線電話は、輻輳により使用が非常に困難となるため、広報・連絡手段においては極力

使用しない。 

   （１）市庁舎 

     市役所内部の広報・連絡手段は、庁内放送及び伝令をもって行う。 

     ただし、災害対策本部と現場本部間、現場派遣職員間との広報・連絡手段は、防災行政無

線（移動系）や災害指定電話をもって行う。 

   （２）関係機関等 

     市役所と関係機関等との広報・連絡手段は、災害時優先電話をもって行う。 

    この手段は、市役所から関係機関等に連絡するには有効であるが、関係機関等から市役所へ

の連絡には該当しない。このため、関係機関等からは市民部防災防犯課所有の災害時優先携

帯電話等への連絡を促す。 
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   （３）市 民 

     市民への広報・連絡手段は、防災行政無線（固定系）、市ホームページ及び広報車をもっ

て行う。また、災害対策本部は多数の市民からの問い合わせに対応するため、複数の臨時電

話を設置して対応する。 

第２ 災害対策本部の体制 

   １ 体 制 

事故後の災害対策本部は非常体制第２配備とし、以後被害の状況を考慮し、適切な災害対策 

本部の体制を敷く。 

   ２ 主な分掌事務は次のとおりとする。 

    ア 職員動員配備体制に関すること 

イ 各部課間の調整事項の指示に関すること 

ウ 相互応援協定市等への応援要請に関すること 

エ 警戒区域の設定に関すること 

オ 避難準備情報、避難勧告、避難指示に関すること 

カ 関係機関等との連絡調整に関すること（企画部） 

キ 情報収集、分析に関すること（市民部総括班、本部情報担当官、地区情報員） 

ク 現場本部の活動統制に関すること（市民部総括班） 

ケ 指定避難所の開設・閉鎖に関すること（地区防災員、避難所対応員） 

コ 遺体安置所の開設・閉鎖に関すること（市民部、福祉部） 

サ 災害対策本部の事務局に関すること（市民部総括班） 

シ 現場付近の交通規制に関すること（市民部） 

ス 被災者のためのり災住宅に関すること（福祉部） 

セ 被災者のための食糧、生活必需品に関すること（総務部） 

ソ 被災者のための保健対策に関すること（福祉部） 

タ 市民への広報活動に関すること（企画部広報班） 

チ マスコミの対応に関すること（企画部広報班） 

ツ 被災現場の消火等に関すること（消防署） 

テ 負傷者の救出、救護、搬送に関すること（消防署） 

ト その他必要と認められる事項に関すること（各部） 
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